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続☆星のささやき
問星の観察館「満天星」☎ 76-0101

　冬の星の魅力の一つは、そのカラフルな色です。オリオン座のベテルギウスは赤っぽく、おおいぬ座

のシリウスは白っぽい星です。

　その中でも、ぎょしゃ座のカペラという星があります。このカペラは、他の星に比べて黄色っぽい星

です。実は、カペラは私たちの太陽と大体同じ色をしていると言われています。

　星の色というのは、その星の温度で決まります。

温度が高い星は青っぽく、温度が低い星は赤っぽく

見えます。カペラの温度は大体 5～ 6000℃くらい

です。これは私たちの太陽と大体同じ温度です。

　もし、宇宙人が遠く離れた場所から私たちの太陽

を見たら、きっとカペラのような色に見えるはずで

す。宇宙人の気分を味わえる楽しい星カペラをぜひ

眺めてみてくださいね。

夜空の太陽？

満天星のイベント満天星のイベント
★「プライベートプラネタリウム」
　30 分間貸し切りのプラネタリウムです。好きな日・場所の星空を映し出したり、アイデア次第でい
ろいろなことができます。
★「プラネタリウムの星空を撮影しよう！」
　4000 万個の星を映し出すプラネタリウムの星空をカメラで撮影してみましょう。

・日　時：満天星のホームページをご覧ください。
・場　所：星の観察館「満天星」　プラネタリウム
・参加費：4名まで 2200 円。その後は 1人につき 550 円加算。
・予　約：必要（☎ 0768-76-0101）

【お知らせ】
　令和 7年 11 月から第一子世帯プレミアムパスポートが利用開始となりました。
　プレミアムパスポートをお持ちの家族は、満天星のプラネタリウムの小中学生料金が無料となります。
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人と人 地域を「プラス」でつなぐ情報誌

たたら池（能登町写真クラブ提供）
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二
十
歳
の
つ
ど
い

　

令
和
８
年
能
登
町
二
十
歳
の
つ
ど
い
が
、
１
月
11
日
㊐
、
役
場
２
階
大
集
会
場
で
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。
平
成
17
年
４
月
２
日
〜
平
成
18
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
１
２
２
人
の
対
象
者
の
う
ち
、
92
人

が
参
加
し
、
人
生
の
節
目
と
な
る
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

　

式
辞
で
吉
田
義
法
町
長
は
、「
自
分
が
持
つ
若
さ
を
武
器
に
、
ぜ
ひ
、
今
し
か
で
き
な
い
こ
と
、

今
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
に
積
極
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
ど
う
か
自
分
の
目
の
前
の
こ
と
に
真

剣
に
向
き
合
い
、
小
さ
な
努
力
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
周
囲
か
ら
信
頼
さ
れ
る
大
人
へ
と
成
長
し
て

い
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
エ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

　

誓
い
の
言
葉
で
は
、
青
木
煌
然
さ
ん
と
山
本
夏
希
さ
ん
が
、「
責
任
あ
る
社
会
人
と
し
て
社
会
が

よ
り
良
く
な
る
よ
う
、
後
に
続
く
後
輩
た
ち
の
見
本
に
な
れ
る
よ
う
努
力
し
、
能
登
の
復
興
を
願
い

つ
つ
、
私
た
ち
自
身
も
何
が
で
き
る
の
か
考
え
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
、
交
通
安
全
宣
言
で
は
、
髙
真
穂
さ
ん
と
久
保
雄
大
さ
ん
が
、
交
通
ル
ー
ル
の
順

守
を
宣
誓
し
ま
し
た
。

柳田地区能都地区

能都地区

誓いの言葉を述べる青木煌然さん（左）と山本夏希さん（右）

交通安全宣言を行う久保雄大さん（右）と髙真穂さん（左）
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小木地区

松波地区
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議
会

INFORMATION まちからのお知らせ＆ニュース

■
同
意
さ
れ
た
議
案
：
１
件

・
能
登
町
副
町
長
の
選
任
に
つ
い
て

■
可
決
さ
れ
た
議
案
：
21
件

・
令
和
７
年
度
能
登
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

・
令
和
７
年
度
能
登
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

・
令
和
７
年
度
能
登
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

・
能
登
町
選
挙
公
報
発
行
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

・
能
登
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

・
能
登
町
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動

用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

・
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
つ
い
て

・
能
登
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

・
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
農
地
・
施
設
災
害
復
旧
工
事
）

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
水
路
災
害
復
旧
工
事
）

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
藤
波
漁
港
災
害
復
旧
工
事
）

・
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
に
つ
い
て

・
第
３
次
能
登
町
総
合
計
画
基
本
構
想
に
つ
い
て

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
鮮
度
保
持
施
設
）

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
加
工
処
理
施
設
）

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
山
び
こ
）

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
ふ
れ
あ
い
の
里
施
設
）

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
国
民
宿
舎
等
）

・
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
海
洋
深
層
水
施
設
）

■
不
採
択
と
さ
れ
た
請
願
：
２
件

・
能
登
半
島
地
震
被
災
者
の
医
療
費
の
一
部
負
担
金
免
除
の
再

開
の
た
め
の
財
政
支
援
を
求
め
る「
意
見
書
」の
提
出
を
求

め
る
請
願

・
日
本
政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
参
加
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
請
願
書

■
不
採
択
と
さ
れ
た
陳
情
：
１
件

・
臓
器
移
植
に
関
わ
る
不
正
な
臓
器
取
引
や
移
植
目
的
の
渡
航

等
を
防
止
し
、国
民
が
知
ら
ず
に
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
の
環
境
整
備
等
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
陳
情

■
可
決
さ
れ
た
追
加
議
案
：
４
件

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
道
路
災
害
復
旧
工
事
）

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
道
路
災
害
復
旧
工
事
）

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
災
害
関
連
林
地
崩
壊
防
止
事
業
）

・
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
秋
吉
公
民
館
改
築
工
事
）

■
可
決
さ
れ
た
議
会
提
出
議
案
：
２
件

・
能
登
町
議
会
議
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

・
能
登
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
10
回
12
月
定
例
会
議

　

第
10
回
能
登
町
議
会
12
月
定
例
会
議
は
、
12
月
８
日
に

開
会
し
、
会
期
を
12
月
17
日
ま
で
の
10
日
間
と
定
め
ま
し

た
。
令
和
７
年
度
能
登
町
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
議
案

22
件
、
請
願
２
件
、
陳
情
１
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

吉
田
町
長
が
提
案
理
由
を
述
べ
た
あ
と
、
議
案
１
件
は

人
事
案
件
の
た
め
、初
日
に
採
決
さ
れ
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
21
件
、
請
願
２
件
、
陳
情
１
件
は
各
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
ま
し
た
。

17
日
に
行
わ
れ
た
採
決
で
、
議
案
21
件
は
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
、
請
願
２
件
、
陳
情
１
件
は
不
採
択
と
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
案
４
件
、
議
会
提
出
議
案
２
件
が
追
加
提
出

さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

野
口　

隆  

氏
を
副
町
長
に
選
任

野
口　

隆
（
の
ぐ
ち  

た
か
し
）
副
町
長
（
61
歳
）

　

昭
和
62
年
に
県
職
員
と
な
り
、
企
画

振
興
部
地
域
振
興
課
長
、
同
新
幹
線
・

交
通
対
策
監
室
交
通
政
策
課
長
、
危
機

管
理
監
室
次
長
、
奥
能
登
総
合
事
務
所

長
な
ど
歴
任
。令
和
７
年
３
月
末
退
職
。

野
口
隆
副
町
長
辞
令
交
付
式
で
登
庁

職
員
約
80
人
が
出
迎
え

　

１
月
５
日
、
能
登
町
役
場
に
野
口
隆
副
町
長
が
登
庁
し
、

正
面
玄
関
で
約
80
人
の
職
員
の
出
迎
え
を
受
け
、「
皆
さ
ん

と
町
長
を
支
え
、
一
日
で
も
早
い
復
旧
に
つ
な
げ
た
い
」
と

抱
負
を
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
吉
田
町
長
が
、「
行
政
の
プ
ロ
と
し
て
復
旧
復
興

に
力
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
」
と
激
励
し
ま
し
た
。

　

野
口
副
町
長
は
寺
分
出
身
で
、２
０
０
５
年
の
合
併
以
降
、

初
め
て
の
元
職
員
以
外
か
ら
の
就
任
と
な
り
、
任
期
は
令
和

８
年
１
月
１
日
か
ら
４
年
間
と
な
り
ま
す
。
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有料広告

よりよい町づくりについて　中学生が考える
「私が町長だったら作文コンクール」の授賞式が 12月19日に役場で開かれ、優秀作品を綴った生徒４人
に表彰状が送られました。このコンクールは町内の中学生に自分の住む町について現状を見つめ、郷土へ
の理解と関心を高めてもらうために毎年行われています。今年は 72点の応募があり、地震災害からの復
興や、町の豊かな自然や人のやさしさを生かすまちづくりなどの提案がありました。

企業版ふるさと納税　感謝状贈呈式
　12月11日、能登消防署宇出津分署で「企業版ふるさと納税による車両寄贈式及び感謝状贈呈式」が行
われ、町にトイレトレーラー１台を寄贈したトレーラハウスデベロップメント株式会社（東京都）より、
明石執行役員営業部部長ら３名が出席しました。
　今回、寄贈を受けたトイレトレーラーは低床型で、車椅子でも利用のしやすいものとなっています。吉
田町長からの謝辞の後、明石氏は「エアコンやベビーシートも
備えていますので、色々な場面で活用いただければ。」と述べ
られました。

〈受賞者〉
最優秀賞　横山　心菜（松波中２年）　
優秀賞　　井口　桜華（松波中１年）
　　　　　出島　希純（松波中２年）
　　　　　正木ひかり（柳田中２年）
入　選　　羽田　柚月（柳田中２年）
　　　　　高田　茉菜（能都中２年）
　　　　　中野なつめ（松波中１年）
　　　　　中宮優希奈（松波中１年）
　　　　　横山　心花（松波中２年）

左から、横山心菜さん、井口桜華さん、吉田町長、出島希純さん、正木ひかりさん

３月８日㊐は石川県知事選挙の投票日です
　令和８年３月26日に石川県知事の任期が満了するため、選挙が行われます。

　　選挙期日の告示日 令和８年２月19日㊍
　　投・開票日　令和８年３月８日㊐
　　期日前投票　令和８年２月20日㊎～３月７日㊏

　期日前投票所の場所や受付期日・時間の詳細は、今月下旬に送付する石川県知事選挙投票場入場券封筒
に記載されていますのでご確認ください。
　選挙当日に投票できない場合は、次の制度をご利用いただけます。

期日前投票制度
　　投票当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は、期日前投票制度をご利用ください。
　　（一部の期日前投票所は期間や時間帯が異なります。）
　　なお、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。（宣誓書は投票所入場券の
裏面に掲載しているほか、各期日前投票所にも備え付けてあります。）

不在者投票制度
○他市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
　町の選挙人名簿に登録されている人で、長期避難や出張、通学、あるいは旅行などのため、能登町以外
の市区町村に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
※投票用紙などの請求、交付、返送などをすべて郵送で行うため、手続きには相当の日数を要します。早
めに町選挙管理委員会あてに宣誓書（請求書）を提出し、請求手続きを行ってください。

○病院や老人ホームなどでの不在者投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人
ホーム等に入院・入所中で不在者投票事由に該当す
る人は、その施設内で投票することができます。指
定施設であるか確認のうえ、早めに施設の長に不在
者投票の請求をしてください。

○郵便等による不在者投票
　身体に重度の障害がある人は、在宅で郵便等に
よって投票することができます。
　この場合、前もって「郵便等投票証明書」の交付
を受けることが必要ですので、まだ交付を受けてい
ない人や交付されていても有効期限が切れる人は、
早めに選挙管理委員会に申し出てください。
 問 選挙管理委員会　☎62-8532

有料広告
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令
和
８
年

　

１
月
４
日
㊐
、
令
和
８
年
能
登
町
消
防
団
出
初
式

が
能
登
町
役
場
２
階
大
集
会
場
で
行
わ
れ
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あなたの町を、あなたの手で。
消防団員を募集しています。

　令和６年能登半島地震は、私たちに改めて地域防災の重要性を突きつけました。能登町消防団は、日頃
からの訓練、連携体制により、災害時に迅速かつ的確な活動を行い、多くの命、財産を守ってきました。
　今、能登町の未来のために、私たちと一緒に活動しませんか？

【入団資格】　
　能登町内に居住、または勤務する者で、年齢18歳以上の者
　（男性団員だけではなく、女性団員も募集しています。）

【主な活動内容】　
　火災現場での消火活動をはじめ、災害現場での救出、救助活動、住民の安否確認、避難誘導など様々な
場面で活躍します。
　（平常時）
　各種災害に備え、様々な訓練を実施し、日頃からポンプ車や資機材の点検をしています。また、火災予
防啓発に係る広報活動なども行っています。

【消防団員の身分】
　消防団員は、非常勤の特別地方公務員です。

【消防団員の処遇】
　年報酬・・・年に１度報酬が支払われます。36,500円 /年（階級：団員）
　出場手当・・・災害時の出動４,000 ～ 8,000円 /回のほか、訓練や巡回などの種別により
　　　　　　　　1,500円～ 2,500円 /回の手当てが支払われます。
　※年報酬、出動手当は条例で定められています。
　公務災害補償・・・活動中に負傷した場合の補償制度があります。
　被服の貸与・・・・制服、活動服、長靴などが支給、貸与されます。
　退職報償金・・・・５年以上活動すると、退団時には退職金が支給されます。
　表彰制度・・・・・功労、功績があった場合は表彰されます。
　免許取得助成・・・ポンプ車を運転するために、ＡＴ限定解除、準中型限定解除や中型免許取得の助成
　　　　　　　　　　があります。（免許取得後、５年以上の活動が条件）
　消防団応援の店・・能登町をはじめ全国の消防団応援の店で様々なサービスが受けられます。

【入団方法】
　まずは、能登消防署消防団事務局までお気軽にお問い合わせください。
 能登消防署消防団事務局　☎0768-76-0085

一緒に、より安心安全な能登町を作りましょう！一緒に、より安心安全な能登町を作りましょう！

消防署の名称がかわります！
　能登消防署では、消防・救急・防災体制のさらなる強化を図るため、能登消防署の機能を移転します。
それに伴い、令和８年４月１日より、消防庁舎の名称が次のとおり変更されます。

　　　　　「（現）宇出津分署」→「（新）能登消防署」
　　　　　「（現）能登消防署」→「（新）柳田分署」
　名称は変更しますが、消防業務はこれまでどおり行いますのでご安心ください。今後も町民の皆さま
の安心・安全を力強く支えてまいります。



　　

　文部科学大臣表彰（学校保健）を受賞した草山和人さん
が、12月12日、能登町役場を訪れ、吉田町長に受賞を報
告しました。
　草山さんは、昭和59年に小木小中学校の学校歯科医に
就任し、平成28年からは松波小中学校の学校歯科医も兼
任されました。フッ素化合物を活用した虫歯予防をはじめ、
37年にわたり学校歯科保健活動の推進に尽力されてきた
功績が高く評価され、今回の表彰につながりました。
　受賞にあたり草山さんは、「この受賞は私一人の力では
なく、スタッフや家族、そして地域の皆さんのおかげです。」
と喜びを語っていました。
　文部科学省は、学校保健の普及と向上に大きな成果を上げた個人に対して、毎年選考し表彰
しています。令和７年度は、草山さんを含む全国49名の歯科医師が、学校保健に関連する活
動で文部科学大臣表彰を授賞しました。

地
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害犠牲者追悼式
震から２年悼む心やまず 文

学校保健活動推進に尽力
部科学大臣表彰受賞　

　12月10日、能都中学校PTAの吉村昌央会長が能登町役場に
眞智教育長を訪ね、日本PTA全国協議会から会長表彰を受けた
ことを報告しました。
　能登町PTAは、保護者の負担軽減のために行事を絞り込み、
清掃などは活動日や時間帯を拡大して参加機会を増やすなど、
構造改革に取り組みました。
　表彰式は12月２日に都内で行われ、全国の86団体が表彰さ
れました。石川県内からは、志賀町富来小学校PTAも受賞を果
たしました。　

能
眞智教育長に喜びを報告
都中PTAが全国協議会から会長表彰受賞
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　能登半島地震や奥能登豪雨において、災害時における通信手段の重要性が再認識されたところですが、災害時
でも通信手段が確保できるものとして、このたび町内３地
区の公民館にスターリンク（衛星ブロードバンドインター
ネット）が設置されました。
　スターリンクは、通信環境が整備されていない山間部や
離島、海上でも高速かつ低遅延のインターネット接続が可
能な通信手段で、今回の設置個所においては日常でも利用
することが可能で、地域における通信の要としての活用が
期待されます。
設置箇所　・瑞穂公民館　・小木公民館　・岩井戸公民館

備
町内３地区にスターリンクを設置
えあれば…

瑞穂公民館での設置披露式

　11月27日、石川県庁で令和７年度自主防災組織等知事表彰式が行われ、町か
らは、七見自主防災組織（会長　東哲範さん）と山本登一さん（猪平）が、石川
県知事表彰を受賞し、馳浩石川県知事から直接表彰を受けました。
　七見自主防災組織は、平成27年の結成以降、10年にわたって活発に防災活動
を行い、日頃から防災資機材や備蓄品等を購入して災害に備えているほか、定期
的に避難経路の点検や確認、草刈等の管理を実施されています。また、津波避難
訓練や防災研修等を積極的に行うなど、地域住民
のさらなる防災力向上に努められています。
　山本登一さんは、平成27年に防災士資格を取

得後、平成29年に猪平町内会自主防災組織を立ち上げ、さまざまな研修会や防
災訓練等をとおして防災啓発や防災士資格取得の推進に努めてこられました。令
和３年に能登町防災士会の理事に就任されてからは、町の防災啓発および防災士
育成活動等にも尽力され、令和６年能登半島地震発災直後においては、自らが被
災者であるにもかかわらず、防災士としての責任感をもっていち早く地区を巡回
するなど、住民の安全確認や情報収集にあたられました。

防災組織等知事表彰受賞

　１月１日、能登町役場1階の研修室に献花台が設けられ、昨年に引
き続き令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨で犠牲になられた
方の追悼式が行われました。
　この日は、午後１時過ぎから花を手向けに多くの人が訪れ、昨年同
様に家族連れで訪れた方の姿も見られました。
　会場では、能登空港で開催された石川県主催の追悼式典会場と映像
中継され、役場職員や防災関係者等20人以上が、地震発生時刻の午
後４時10分に犠牲者を悼み黙とうを捧げました。　

献花台に花を手向ける家族

吉村昌央 能都中学校ＰＴＡ会長（中央）

地域の防災意識向上に尽力

東哲範 七見自主防災組織会長

　震災以降、能登町で復興支援を続けてこられた宮城県東松島市（旧鳴瀬町）出身でヴァイオリニストの鹿嶋静さ
んと、ニュージーランド出身でピアニストのスティーブン・スモールさんが、12月15日、16日に「ふるさとから
プロの道へ」と題して、芸術を通しての災害支援を目的とした生演奏や楽器体験の提供を、町内の全小中学校で行
いました。二人はともに小さな町で育ちながらも、その道のプロとして世界で活躍されています。
　今回は、「きらきら星」や「チューリップ」といった聴きなれた
楽曲をワルツなどに変調して披露したほか、鹿嶋さんは、ヴァイ
オリンの特徴を交えながら、馬の毛が使われている弓を弦に垂直
に当てて軽く弾くときれいな音色が奏でられるなどと教えていま
した。
　児童・生徒との懇談で、鹿嶋さんは、「高校卒業後に音楽の学
校に進んだが、譜面を書いたり歌うのは苦手だった。でもプロの
ヴァイオリニストとしてやってこられたのは、苦手なことは得意
な人に任せ、ヴァイオリンの練習に集中してきたから。自分の得
手、不得手を知ることで長所を伸ばすためにも、まずは勉強して
みて判断することが必要。」と、自身の経験をとおしてアドバイスをしました。
　また、スティーブンさんは、「夢を実現させるには前向きな思考と努力が必要。人生は扉を開くことの連続。大
人になったら経験の少ない人のために扉を引いてあげてください。」と、自分自身の意思と周りの人の応援から生
まれる「力」の大切さを教えていました。
　この会をコーディネートされ、震災支援がきっかけで真脇に在住されている三重県志摩市出身の岩城ひろこさ
んは、「人間は無意識なものも含め、毎日３万５千回の選択を行っている。その選択を夢に向かって意識的に行動
していくと、夢が実現につながるはず」と話していました。

夢
町内の児童・生徒が生演奏などを体験
に向かって前向きに

吉田町長に受賞を報告する草山和人さん

山本登一さん

鹿嶋静さん（右）とスティーブン・スモールさん（右奥）
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□ 令和 7年中の収入のわかる書類（給与・報酬・賃金・
　 年金のある人は源泉徴収票）

□ マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類一式

□ 生命保険料・地震保険料控除などを受ける人は控除
　 生証明書

□ 国民年金保険料などを申告する人は納付額の証明書
　 または領収書

□ 障害者控除を受ける人は障害者手帳・療養手帳など
　 確認できるもの

□ 雑損控除を受ける人
　（令和５年分または令和６年分に申告された人）は
　 下記の書類

□ 医療費控除を受ける人は、国税庁のホームページに
　 記載されている医療費の明細書

□ 寄付金控除を受ける人は、寄付した団体などから交付
　 を受けた寄付金の受領証等が必要です。

□ 住宅借入金等特別控除を受ける人はその必要書類

□ 事業・農業・不動産等の所得の申告をするときは、
　 事前に収支内訳書の作成してください。

□ 所得税の還付を受ける人は本人名義の金融機関名、
　 口座番号がわかるもの。

□ 税務署から「確定申告のお知らせ」ハガキまたは封書
　 が届いている方は必ず持参してください。

輪島税務署の申告案内は
次ページをご覧ください

要介護認定者要介護認定者における障害者控除についてにおける障害者控除について

　要介護認定を受けている人で、一定の基準
に該当する場合は、所得税法による障害者控
除を受けることができます。本人または家族
からの申請が必要です。申請後、基準を満た
すと認められた場合、「障害者控除対象者認
定書」を交付します。交付には時間がかかる
場合があるので、事前の申請をお勧めします。
手続きや基準などについては、健康福祉課介
護保険係 (☎ 62-8517) までお問合せくださ
い。

　確定申告が必要な方

①青色申告をしている人
②株式譲渡や株式配当を一般口座で管理している人
※株式を特定口座で利用している場合でも、前年からの繰越損失等がある場合
や先物取引をしている人は、税務署をご利用いただくことをお勧めします。

次に該当する人は役場では受付できません次に該当する人は役場では受付できません
税務署または e-Tax で申告してください税務署または e-Tax で申告してください

■受付時間
　平日　①９:00～12:00
　　　　②13:00～16:00
■会　　場　
◎コンセールのと　2 階多目的ホール
　　2 月16 日㊊～ 3 月16 日㊊
　　　　< 土日祝日を除く>
○鵜川公民館　２階研修室
　　２月18日㊌、19日㊍
○柳田総合支所　会議室
　　２月25日㊌～ 27日㊎
○小木地域交流センター　大会議室
　　３月３日㊋～５日㊍
○内浦総合支所　ホール
　　３月10日㊋～ 12日㊍

-お知らせとお願い -
○前年収入がなかった人の町県民税の申告書は
税務課窓口のほか、柳田・内浦・小木・鵜川
の各窓口でも提出できます。
○収支内訳書や医療費控除の明細書は必ず事前
に作成してください。
○各会場は、大変混雑することが見込まれます。
混雑状況により人数制限を設ける場合があり
ます。

　申告会場と受付

TA
X

確定申告書には、マイナンバーの記載と、本人確認書類
（「マイナンバーカード」または「通知カード＋運転免許証
など」）の提示または写しの添付が必要です。

　ご自分で領収書・レシートの整理、集計し作成した明細
書をお持ちください。明細書が入手困難な場合は、医療を
受けた人の名前、支払った医療費の額、受診した医療機関
名等を明記して集計した任意の様式でもかまいません。

　申告に必要なもの（チェックリスト）

TA
X

①事業所得や不動産所得などがあり、所得の
合計金額が所得控除の合計額を超える人

②給与所得者で、
・給与の年間収入額が2,000 万円を超える人
・給与以外の所得が20 万円を超える人
・給与を２カ所以上から受けている人
・退職などで年末調整を行っていない人
③源泉徴収票で適用されていない控除を受け
ようとする方（雑損控除、医療費控除、寄
附金控除など）

※公的年金などの収入金額が 400 万円以下
で、公的年金以外の所得金額が 20 万円以下
の場合、確定申告の必要はありません。

TA
X

・被災資産の修復費用等の請求書・領収書
・公費解体された場合は、解体証明書
・保険金（補助金）等の補填金額が分かる書類（保険金等
　が支給された場合のみ）
・昨年、確定申告に提出した雑損控除計算書の控え

税の申告は期間内にお忘れなく！　
令和８年２月16日㊊～３月16日㊊

　令和７年分の所得税の確定申告と令和８年度の町県民税の申告が始まります。
　申告は町・県民税だけでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料などの算定資料となるほか、福祉、年金、児童手当などのサービス、受給手続きに
必要となる重要な手続きです。令和８年３月 16 日㊊の期限内までに忘れずに申告を
してください。
　申告がないと各種サービスなどが適切に受けられない場合があります。

　町では、申告会場で申告受付システムを活用しています。皆さんが申告に必要なものを持参するだけで、
申告書記入の手間を省き、スムーズに申告ができるように対応しています。
　各世帯への町県民税の申告書の配布は、今月号の広報と一緒に配布しています。申告書が不足する場合
は、各支所に備付けの予備のほか、町ホームページからのダウンロードもできます。また、今年度申告分
からマイナンバーカードを利用して、電子申告も可能となりましたので、ご活用ください。

 問 税務課　☎ 62-8518

　町県民税の申告が必要な方
　令和 8年１月１日現在、能登町在住で次に該当する
人は町県民税の申告が必要です。
①令和 7年中に収入がない方。（「収入なし」として町
県民税の申告をしてください。）

②別世帯の人に扶養されている人
③町県民税について受ける控除（扶養、社会保険料、医
療費など）がある人

④生活保護や遺族年金、障害年金を受給している人
⑤給与や公的年金以外で 20万円以下の所得金額がある
人（個人年金を受給している人など）

TA
X

（不備があると受付できない場合があります）

　ふるさと納税のワンストップ特例の申請を行った場合で
も、確定申告書を提出する場合は、その年のふるさと納税
の全額について申告する必要があります。

※準備する書類の中には、輪島法務局で取得するものある
ので、ご注意ください。
※住宅借入金等特別控除を初めて申告する方は、税務署で
の申告をお勧めします。

所得金額がある

申告書ダウンロードは
こちら→

電子申告の詳細は
こちら→
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■申告判別フローチャート　能登町在住の方（令和８年１月１日現在）
★  スタート ★

令和7 年１月１日～１２月３１日中に収入がありましたか？
はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

①

いいえ

はい

③

いいえ

いいえ

はい

いいえ

◆給与収入のみで、年末調整が済んでいる
◆給与支払報告書が勤務先から能登町に提出されている

◆給与を２ケ所以上から受けている
◆給与の収入金額が２，０００万円を超える

扶養、医療費、社会保険料などの控除を受ける

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

年金を受給しました
◆老齢年金等の公的年金を受給………①へ
◆働きながら公的年金を受給…………①へ
◆遺族年金、障害年金などを受給 ……②へ
◆年金の受給はない（就業者等） ……③へ

公的年金収入が４００万円以下

年金以外の所得がある

◆６５歳未満で年金収入９８万円以下
◆６５歳以上で年金収入１４８万円以下

扶養、医療費、社会保険料などの控除を受ける

いいえ

②

◆営業、農業、不動産などの所得がある
◆給与や年金以外の所得がある

申告が必要です＜申告に必要なもの＞

申告が必要です ＜申告に必要なもの＞

◆収入の分かる書類（源泉徴収票など）
◆マイナンバーカードなどの本人確認書類
◆生命保険、地震保険などの控除証明書
◆障害者控除を受ける人は障害・療育手帳
◆還付を受ける人は自身の預貯金口座
◆医療費控除の明細書 など

申告は不要です

◆収入の分かる書類（源泉徴収票など） ◆生命保険、地震保険などの控除証明書
◆還付を受ける人は自身の預貯金口座

「収入なし」として
町県民税の申告をしてください

◆申告をしないと、次のような不都合が生じます
①国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
介護保険料が正しく算定されません
②所得証明書の交付が受けられません

※ 町外の家族の扶養になっている場合は申告が必要です
※ 町県民税の申告書は２月に各世帯に配布及び役場各窓口に置いてあります

◆マイナンバーカードなどの本人確認書類
◆障害者控除を受ける人は障害・療育手帳 ◆医療費控除の明細書 など

次の人は、確定申告をする必要はありませんが、町県民税の申告をする必要があります。
●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が 20万円以下の人
●公的年金等の収入金額が 400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が 20万円以下の人

【お問い合わせ】
　■輪島税務署　　　 （☎0768-22-2241）
　■町税務課住民税係 （☎62-8518）
　■国税庁HP　　　   （https://www.nta.go.jp/）

輪島税務署からのお知らせ
令和７年分　確定申告の相談会場の開設（輪島税務署内）
☆　申告相談会場： 輪島税務署（仮設庁舎） ２階　会議室（輪島市河井町15部90の 16）
☆　設置期間： 令和８年２月16日㊊から令和８年３月16日㊊まで（土、日、祝日は除く）
☆　受付時間 :　午前９時から午後４時まで
★　申告会場への入場には、「入場整理券」が必要となります。
　　入場整理券の発行は、国税庁の LINE公式アカウントでのオンライン事前発行をご利用ください。
※　申告会場において当日受付も行っておりますが、当日の相談枠には限りがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁の LINE公式アカウント友だち追加はこちらから ➡
☆　駐車場の台数には限りがありますのでご了承ください。
★　申告会場では、ご自身のスマホ等をお使いいただき、ご自身で申告書を作成していただきます。
　　　マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の暗証番号（英数字６文字以上16文字以下）及び
　　利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）を確認の上、ご持参ください。

【輪島税務署での「譲渡所得」及び「贈与税」の申告相談日】
　２月16日㊊、２月24日㊋、３月２日㊊、３月９日㊊、３月16日㊊
 注）税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ又は封書が届いている方は持参してください。

確定申告書等の提出先について
【申告書等の提出先は業務センターです！】
　申告書等を書面で提出される場合は、下記へ送付してください。直接の持込みはできません。
　なお、申告書・申請書等を送付する際の送付先住所の記載は不要です。

　※ 輪島税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、業務センターへの郵送による提出に御協力をお願いします。

（郵送先）〒 920-8526　金沢国税局業務センター（輪島税務署）

便利なネットで申告書作成
【自宅等でいつでも申告】
　税務署では、来署せず、自宅等から申告手続が完了する「e-Tax申告」を推進しております。
　「マイナンバーカード」とお持ちのスマホやパソコンがあれば、いつでも自宅等から e-Tax で
申告書等を提出することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちら➡

【確定申告はマイナポータル連携で自動入力】
　マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、給与所得の源泉徴収票（※）や、控除証明書等のデー
タを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
　なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体によっては、デー
タが取得可能となるまでに数日を要する場合がありますので、お早めの準備をお願いします。
（※）自動入力の対象となるためには、お勤め先（給与等の支払者）が税務署に e-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していること
　　 等の要件があります。

【申告書の作成などに当たってご不明な点に関するお問合せ】
　所得税等の確定申告でお困りのときは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。
　「国税庁ホームページ」では、ご質問内容を自由に文字で入力していただくかメニュー選択していただくとＡＩ（人工知能）
を活用し自動で回答を表示する「税務相談チャットボット（税務職員ふたば）」や、国税のよくある質問に対する一般的な
回答についてキーワード検索や税金の分野別などの方法で調べることができる「タックスアンサー」のほか、「確定申告書
等作成コーナー」では、操作方法などのお問合せの多い質問を同コーナー内の「よくある質問」に掲載していますのでご
覧ください。
　なお、電話にてご相談したい場合には、お近くの税務署に電話していただき、自動音声案内に従い『０』を選択いただくと、
「確定申告コールセンター」において、所得税及び消費税の確定申告、贈与税に関するご相談にお答えします。

　◆確定申告コールセンター開設期間　令和８年１月14日㊌～令和８年３月16日㊊
　◆電話相談受付時間　平日８:30 ～ 17:00（土日祝日を除く）

　上記受付時間外においては、ボイスボットにより、相談内容に応じ、携帯番号宛にＳＭＳメッセージで国税庁ホームペー
ジ等をご案内します。

マイナポータル連携
詳細はこちら　　　➡　

事前準備の
詳細はこちら　➡　

ふるさと納税に係る寄附金控除について
　「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、確定申告をされる場合にはふるさと納税の金額を
寄附金控除の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

医療費控除の提出書類の簡略化
　医療費控除を受けられる場合には、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が義務化されてお
ります。
　※　医療費控除の明細書に記載又は入力した領収書は、自宅で５年間保存する必要があります。（税務署から求められたときは、
　　提示又は提出しなければなりません。）
　※　医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記載又は入力を省略できます。（「医療費通知」とは、
　　医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、所定の事項が記載されたものをいいます。）。

消費税のインボイス制度について
【インボイス発行事業者の方へ】
　インボイス発行事業者の方は、基準期間の課税売上高が 1,000万円以下であっても消費税の申告が必要になります。
　インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者は、２割特例※の適用が可能です。
　※　２割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消
　　費税の納付税額を売上げに係る消費税額の２割とすることができる特例です（令和５年10月１日から令和８年９月
　　30日の属する課税期間において適用可能です。）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページの「２割特例特設ページ」はこちらから　➡

申告に関する詳しい内容は
広報のと２月号をご覧ください

国税庁ホームページQRコード
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問町防災士会事務局（総務課危機管理室内）☎ 62-8533

能 防登 町 士災 会「命を守る」
災害に強いまちを目指そう！

震災の記憶と記録⑯

　いつものとおり年始の仕事が無事に終わり、家に帰って一息ついていた時でした。最初の大きな揺れに家

にいた皆が驚いて茶の間に集まったのも束の間、思い出すのも辛いあの本震が襲来しました。とっさに隣の

部屋で寝ていた孫のもとに駆け寄って覆い被さり

ましたが、そのまま身動きが取れなくなってしま

いました。心の中で「止まってくれ、止まってく

れ…」と叫びましたが、揺れは止まるどころかさ

らに強くなり、地響きとともに家が悲鳴のような

音で軋み始めたかと思うと、ガシャン！ドスン！

と物が落ちたり家具が倒れたりする音もし始めま

した。そして外れた戸が背中に倒れ被さり、一瞬、

もう何もかも全てが終わったかも知れないという思いが脳裏を掠めました。

　とても長く感じた大きな揺れがようやく収まり、心臓の鼓動が高鳴ったまま回りを見回しましたが、先ほ

どまでとは一変してしまった家の中の惨状に、夢の中にでもいるようで

呆然と立ちすくんでしまいました。我に返って真っ先に、車で約 15 分

ほどのところへ買い物に出かけていた身重の娘夫婦のことを思い出しま

した。しかし、何度電話しても繋がらず、何とか無事に帰宅して胸を撫

でおろしたのは２時間ほど後のことでした。帰宅途中に地震に遭遇し、

目の前で道路が崩落したので通行可能な帰路を探して幾度となくUター

ンを繰り返しながら、やっとの思いで帰宅できたとのことでした。

　近年、東日本大震災や熊本地震等、全国各地で大規模な地震や自然災

害が頻発しており、これまで以上に個々に防災意識の高揚と対策が求め

られています。しかしながら、今回の地震では、家具の転倒防止対策や

家族間での非常持ち出し物、備蓄品、災害時における連絡方法や手段の

共有、避難場所の確認等々、まだまだ足りていなかったと反省する点がたくさんありました。これまで、防

災に係る研修や講習等には幾度も参加してきたはずなのに、やはり心のどこかに、大災害に遭遇するような

ことは滅多にないだろうという隙があったことは否めません。唯一、防災知識として役に立ったのは、車の

ガソリンは半分以下にしないということを常に心がけていたので、発災直後から数日間の車中泊が可能だっ

たというくらいでした。

　発災以降、全国から警察、消防、自衛隊、そして多くのボランティアの方々等による支援や協力により、

私たちは失いかけていた明日への勇気や希望を与えていただきました。しかし、これから本当の意味での復

興を推進し、安心で安全な生活を築いて次代に継承するには、他人任せではなく、それは私たち自身の責務

であることを改めて認識しなければなりません。これまでの温かいたくさんの支援等に報いるためにも、こ

こに住む私たちが今できることを考えながら、一歩いっぽ前進することが大切だと思います。

小谷　一郎（上町）

　１月14日、能登町役場で「能登町ケーブルネットワーク施設を使用したサービス提供事業の運営に
関する協定」が町と能越ケーブルネット㈱の間で締結されました。
　令和６年元日に発生した地震と半年後の奥能登豪雨により、町で運営していたケーブルネットワーク
も甚大な被害を受け、町が伝えなければならない情報を提供できない状況が続きました。
　このような状態を解決するため、町では民間事業者の卓越した技術とノウハウを活用し安定したサー
ビス環境を構築することを目指したプロポーザルを実施しました。これに応えたのが能越ケーブルネッ
ト㈱で、この度受託候補者として協定締結の運びとなりました。
　調印式ではまず吉田町長と杉岡信之代表取締役社長が相互に署名押印した協定書を交換しました。続

いて、協定締結を記念し吉田町長が「住民にとって必要不
可欠なテレビ、インターネットといった放送インフラの充
実に力強く助けとなっていただけると期待しております」
と挨拶すると、杉岡社長も「ご期待に応えられるよう力を
尽くしたい」と挨拶を返しました。このあと、協定書を掲
げ記念撮影を行い調印式は終了しました。
　能越ケーブルネット㈱は珠洲市、羽咋市、穴水町、県外
では氷見市にも拠点を持つ放送法による一般放送事業者
で、安定した放送通信網を保有し、優良な放送コンテンツ
を多く制作してきた実績があります。

町と能越ケーブルネット㈱サービス事業運営協定を締結
有線放送が新たな門出を迎える
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知って得する『成年後見制度』に関する プチ情報 知って得する『成年後見制度』に関する プチ情報 知って得する『成年後見制度』に関する プチ情報 

１．成年後見制度とは？
　認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方を法律的に
支援する制度です。

２．成年後見制度には２つの制度があります。
将来を見据えて、判断能力が不十分になった時に備える『任意後見制度』と、すでに判断力が不十分な
時に利用する『法定後見制度』があります。
　さらに『法定後見制度』には本人の判断能力の程度によって３つの類型に分類され、成年後見人等に与
えられる権限や職務の範囲が異なります。

成
年
後
見
制
度

３．手続きについて
　家庭裁判所への申立てが必要です。
　申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです。（申立て費用がかかります。）
　申立人がいない場合は市町村長が申立てることもできます。

４．成年後見人等の選任
　家庭裁判所が、本人にとって最も適任だと思われる方を選びます。
　本人の親族以外にも、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門的な知識を持っている専門職が選ばれる
こともあります。

５．成年後見人等の仕事
　本人の心身の状態や意向を尊重し、預貯金や不動産などの『財産管理』と福祉サービスや医療を受ける
手続きなどの『身上保護』を行います。

《財産管理》
○印鑑や通帳（預貯金）の管理
○不動産の管理
○税金や水道光熱費などの支払い
○各種行政上の手続き
○金融機関との取引きなど

《身上保護》
○福祉サービス、施設入所の契約手続き、
　費用の支払い
○医療機関の入院に関する契約、診察代・
　入院費用の支払い
○要介護認定の申請手続きなど

※ 成年後見人等の仕事は、法律行為に関するものに限られており、食事の世話や手術などの
　 医療行為への同意などは含まれません。

＜成年後見制度に関する相談窓口＞
　健康福祉課　福祉係　　　　　　　　☎ 62-8515　
　　　　　　　地域包括支援センター　☎ 62-8516

法定後見制度
【判断能力が不十分】

すでに判断能力が低下し、支援が必要な方

任意後見制度
【将来を見据えて】

判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を
自分自身で決めることができます。

後 見

保 佐

補 助

常に判断能力が
欠けている方

判断能力が著しく
不十分な方

判断能力が
不十分な方

高齢者が安全に外出するために私たちにできること
１ 能登町高齢者見守り応援隊「ひまわりネットワーク」での見守り
　「ひまわりネットワーク」は、高齢者が住み慣れた地域
で安心して生活できるように、地域で見守り・支援する・
つなぐネットワークで、皆さんがその一員です。
　高齢者は急に具合が悪くなったり、徐々に物忘れ等が進
行して生活に支障をきたすことがあります。このような変
化に気づき、早期に対応することはとても大切です。
　普段の生活の中で「さりげない見守りを心がける」こと
で、何かいつもと違うな、困っていそうだな…など何か気
になることがありましたら、下記問い合わせ窓口にご連絡
ください。

２ 反射材ステッカーの活用
～能登町ひとり歩き高齢者等見守り早期発見事業～
　認知機能障害があり、独り歩きにおいて見守りが必要な
方の安全を図るために、ステッカーを貼った方をひまわり
ネットワークでより注意して見守る事業です。

◇利用の流れ
　①健康福祉課にて登録申請を行う
　②反射材ステッカーを普段履いている靴などに貼る

＊ステッカーを貼った方が、道に迷った様子を見かけたら、やさしく声をかけていただき、下記問い合わせ窓口
　へご連絡ください。

３ GPS 端末のレンタル
～能登町ひとり歩き高齢者等見守り探索事業～
　認知機能障害がある高齢者等が専用の端末機を携帯するこ
とで家族が居場所を知ることができるサービスです。

◇利用の流れ
　①健康福祉課にて登録申請を行う
　②町が契約している会社から「専用端末機」が自宅に届く（専用端末機は貸与）
　③「専用端末機」を利用者が持ち歩く
　④家族が位置情報を取得したいとき、インターネットでの検索またはコールセンター（町が契約してい
　　る会社）に電話で問い合わせを行う
◇自己負担額　月額　１，０００円
　専用端末機の大きさ（縦 47.5㎜ 横 38.5㎜ 厚さ 11.85㎜）

【問い合わせ窓口】
　能登町地域包括支援センター（健康福祉課内）　　　　　　　　☎６２－８５１６
　能都崎山支所（社会福祉協議会ケアセンター内）　　　　　　　☎６２－０６０２
　内浦支所（社会福祉協議会ケアセンター内）　　　　　　　　　☎６２－０６０２
　柳田支所（居宅介護支援事業所こすもす内）　　　　　　　　　☎７６－２００２
　瑞穂支所（グループホームなかよし内）　　　　　　　　　　　☎６７－１５７７

専用端末機
（縦47.5㎜横38.5㎜厚さ11.85㎜）
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町営住宅入居者募集
　町営住宅の入居者を次のように募集します。
◆募集期間　令和８年２月２日㊊～２月16日㊊まで
　対象住宅　◇特定公共賃貸住宅
　　　　　　　○姫団地：能登町字姫３丁目36番地
　　　　　　　　　・１戸　（１号棟302号）：３ＤＫ　家賃　月額35,000円　　
　　　　　　　　※敷金はどの町営住宅も家賃の３カ月分です。
　　　　　　　　　応募が募集戸数より多い場合は抽選となります。
◆入居可能日　令和８年３月１日㊐
◆入居資格　①能登町に住所を有する者（予定者を含む）
　　　　　　②住宅に困窮していることが明らかな者
　　　　　　③町税などの滞納がない者
　　　　　　④収入基準　特定公共賃貸住宅：所得月額が 158,000円以上487,000円以下
　　　　　　⑤入居者に暴力団員がいないこと。
　　　　　　⑥単身の方よりも複数世帯を優先します。

問　復興住宅課　☎ 62-4704

　令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨により「準半壊」、「一部損壊」の被害を受けた住家について修繕・リフォー
ム工事を行った場合にその費用の一部を補助します。

■対象工事　被災した住家の屋根や壁、ドア等の開口部、風呂・トイレなどの衛生設備、上下水道の配管など、日常
生活に必要不可欠な部分にかかる 50万円以上の修繕・リフォーム工事

　　　　　　 ※準半壊の方は、災害救助法による住宅の応急修理で補助を受けた工事費を含めることができます。
 対象外の例：外構工事（土間コンクリート除く）、エアコンやテレビなどの家電製品等の修繕・購入など
■対象世帯　以下の①～③の条件をすべて満たす者
　　　　　　①町内に居住し、住家の罹災証明書の被害区分が「準半壊」または「準半壊に至らない（一部損壊）」の世帯
　　　　　　②被災した住家において、上記の対象工事を行い、支払いが済んでいる
　　　　　　 ※修繕・リフォーム工事を２回以上行われた場合には、その合計額が 50万円以上となれば、補助対象となります。
　　　　　　③石川県義援金（全住民一律５万円）の給付を受けている
■補 助 額　準半壊世帯：上限30万円　一部損壊世帯：定額15万円
■補助金の振込先　石川県義援金（全住民一律５万円）が振り込まれた口座
■必要書類　①修繕工事の内容を確認できる見積書及び領収書等の写し②施工完了写真
■申請期間　令和６年11月14日㊍～当面の間
■受付場所　能登町役場１階 里海ラウンジ（平日のみ：９時～16時）※総合支所・支所では受付できません
■注意事項・非住家（納屋や蔵、別荘など）は補助の対象外です。
■補助金額の算出例

 問 復興住宅課　☎62-4704

能登町住宅復旧支援事業について

り災区分 工事費① 応急修理で補助を
受けた工事費②

補助対象工事費
① -② 補助金額

例１
準半壊

500,000 円 343,000 円 157,000 円 157,000 円
例２ 700,000 円 343,000 円 357,000 円 300,000 円
例３ 一部損壊 500,000 円 ‒ 500,000 円 150,000 円

住宅の｢応急修理制度｣について
○被災した住宅の日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理する制度です。
○応急修理は、住民が業者を選定し、住民からの申し込みに基づき町が業者に依頼し、実施するものです。

被害の程度 限度額
大規模半壊・中規模半壊・半壊 ７０万６千円
準半壊 ３４万３千円

※修理費用を町が業者に直接支払う制度です。修理費用を業者
に支払済のものは対象になりません。
※被災箇所の修理前・修理中・修理完了が分かる写真が必要となり
ます。（写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。）

【対象世帯】以下、すべてに該当する世帯
○り災証明により住宅が準半壊以上の被害を受けたと判断された世帯
○日常生活に必要最低限の部分を応急的に修理することで、元の住家に住み続ける世帯
※納屋、車庫、店舗、事務所などの非住家や空き家は対象となりません。

【修理対象箇所】
○屋根・壁・床・ドアなどの開口部・トイレ・上下水道配管など日常生活に不可欠な部分
※リフォーム工事・設備のグレードアップ・設備の新設・外構工事・軽微な修繕工事（クロスの張替・畳、ふすま、障子のみの張替えなど）は原則対象外です。
※設備のグレードアップ例：給湯器の性能向上・洋式便所を温水洗浄付きに変更・タイルの風呂→ユニットバス。

【申込み提出書類】
①災害救助法の住宅の応急修理申込書　　②資力に関する申出書　　③住宅の被害状況に関する申出書
④工事施工前の被害状況が分かる写真　　⑤修理見積書及び業者からの見積書　　⑥り災証明書

【申請期限】　令和８年９月30日
【受付場所】　能登町役場２階　復興住宅課

問 復興住宅課　☎62-4704とびこみの
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

日 時 ２月14日㊏　9:00～12:00 役場１階　住民課窓口
　毎月第二土曜日にマイナンバーカードのお手続きができる休日臨時窓口を開設しています。
　マイナンバーカードの受け取りや、マイナンバーカード申請用の顔写真撮影、暗証番号の再設定など、マイナ
ンバーカードの各種お手続きを受付しています。仕事などで平日に来庁が困難な方はぜひご利用ください。

　※戸籍や住民票の交付などの通常業務は取り扱っていません。 問 住民課　☎ 62-8510

場 所

マイナンバーカード休日臨時窓口マイナンバーカード休日臨時窓口

第４回能登町総合計画審議会
　12月17日、能登町役場において第４回能登町総合計画審議会が開催されました。
　会議では総合計画基本構想の報告及び前期基本計画の素案について審議が行われました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議の詳細についてはこちらのQRコードから

奥能登クリーンセンター営業日の変更について
　令和８年３月１日以降、ごみの直接持ち込みの営業日が次の通り一部変更となります。

　営業時間はこれまでどおりです。
　・午前の部：８時30分から12時まで　　・午後の部：13時から16時30分まで
　ごみを持ち込む際には事前に下記連絡先へ予約をお願いします。
　なお、ごみは分別ごとに持ち込み場所が異なるため、あらかじめ分別しての持ち込みをお願いします。
 連絡先　奥能登クリーンセンター　☎0768-62-8222

変更前 変更後

営業日 毎週月曜日から土曜日
（祝日含む）

毎週月曜日から金曜日
第２・第４土曜日（祝日含む）

休業日 毎週日曜日 第１・第３・第５土曜日、毎週日曜日



（プロフィール）
甲　祥子　氏　株式会社 IHI インフラシステム所属。内閣府防災出向中に能登半島地震が発生。令和６年2月から約半年間、
石川県庁拠点の政府現地対策本部にて総合調整業務に従事。政府と現場の調整にあたる。

河野　孝史　氏　アクセンチュア株式会社所属。令和６年 5月より社内の能登復興支援プロジェクトの一員として事業者
支援に取り組む。事業者と副業人材をつなぐ仕組みを構築し、町内でも数多くのマッチングを実現。

山根　弘成　氏　ディップ株式会社所属。新規事業開発と AI（人工知能）活用の専門家。自治体との協働経験も豊富で秋
田や山梨などで起業支援による地域創生事業の実績あり。

※生業再建コーディネーターは、総務省の地域活性化起業人（副業型）の制度を利用し、三大都市圏等に所在する企業等の
　社員が民間企業の専門知識や経験、人脈、ノウハウを活用して、地域課題の解決を図るものです。
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復興まちづくりだより Vol.9

地区別復興まちづくり計画を策定しました
　能登町復興計画を推進するにあたり、町内５つの小学校区（宇出津、柳田、松波、小木、鵜川）に復興
まちづくり協議会を立ち上げ、この計画に地域がど
のように関わっていくかについて全３回の協議会を
開催して議論を重ね、令和８年１月に地区別復興ま
ちづくり計画を策定しました。計画の詳細は、町内
15 公民館と町ホームページ（二次元コードからも読
み取れます）でご覧いただけます。

議論を重ねた協議会の様子（全３回）

件名 場所 担当課 契約額 落札者

令和７年度　能登半島地震復旧事業　
能登町立松波中学校災害復旧工事

松波 教育委員会事務局 31,460,000 ㈱西中建設

令和７年度　旧松波分団詰所解体工事 松波 総務課 25,655,300 ㈱西中建設

令和７年度　能登町立柳田公民館柳田
分館解体工事

柳田 教育委員会事務局 11,770,000 ㈲吉田土建

令和７年度　学校施設環境改善交付金
事業　能登町立小木小学校大規模改造
実施設計業務

小木 教育委員会事務局 19,745,000 ㈱五井建築研究所

令和７年度　6災5629号　町道満泉寺
羽生1号線　道路災害復旧工事

満泉寺 建設水道課 146,850,000 ㈱西中建設

令和７年度　6災5539号　町道藤波矢
波1号線　道路災害復旧工事

藤波～矢波 建設水道課 145,200,000 ㈱鼎建設

令和７年度　災害関連林地崩壊防止事
業　久田地区復旧工事

久田 農林水産課 138,600,000 ㈱モアグリーン

令和７年度　能登町立秋吉公民館改築
工事（建築）

秋吉 教育委員会事務局 260,480,000 ㈱西中建設

令和７年度　遠島山公園文化施設解体
工事

宇出津 教育委員会事務局 43,505,000 ㈱鼎建設

令和７年度　4630-6901　農業集落排
水事業　柳田中央処理区　災害復旧工
事（管渠）ほか1処理区

柳田　ほか 建設水道課 1,122,000,000
森本・北能特定
建設工事共同
企業体

令和７年度　緊急自然災害防止対策事
業　上長尾地区災害復旧工事

上長尾 建設水道課 11,330,000 ㈲干場重機建設

令和７年度　漁集第２号　漁業集落排
水事業　羽根・小浦浄化センター災害
復旧工事

小浦 建設水道課 37,510,000 ㈱鼎建設

令和７年度　能登半島地震復旧事業　
旧松波小学校グラウンド仮復旧工事

松波 教育委員会事務局 13,530,000 ㈲和光建設

令和７年度　能登半島地震復旧事業　
能登町立柳田中学校災害復旧工事（外
構）その2

柳田 教育委員会事務局 7,040,000 ㈱モアグリーン

谷内村加圧ポンプ場災害復旧工事 中斉 建設水道課 9,570,000 ㈱柿本商会

柳田浄水場流入電動弁災害復旧工事 柳田 建設水道課 7,370,000 ㈲能登電業社

契約金額500 万円以上の入札結果です。全入札結果は町ホームページに掲載しています。 
入札結果 12月１日～12月31日 問 企画財政課　☎62-8535

INFORMATION くらしの掲示板

問 復興推進課　☎62-8529

町ホームページ

能登町生業再建コーディネーターのご紹介
　能登町復興計画の５つの柱の一つである「生業（なりわい）の再建」に向けて、首都圏の民間企業に所
属し専門的な知識や経験を持つ３名が、９月から「能登町生業再建コーディネーター」として活動しています。
　コーディネーターは、それぞれの企業に所属しながら副業として町内およびテレワークで活動しています。
町内事業者へのヒアリング等を通じて現在の事業の状況や課題を把握し、その整理や解決に向けた取組みを
町と共に進めています。

　あわせて中部経済産業局、商工会、金融機関等
の支援機関の担当者が集まる情報共有会議を開催
し、関係機関が連携して事業者を支援する体制づく
りにも取り組んでいます。
　今後も、各コーディネーターの専門的な知見を生
かしながら、町内事業者に寄り添った支援体制の構
築を進めていきます。

左から山根さん、甲さん、河野さんの順
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行政相談　問総務課☎62-8532
日 時間 場所 行政相談委員

10 日㊋
10:00～ 12:00

能登町役場
　　相談室１ 藤田相談委員

17 日㊋ 内浦総合支所
　第１会議室 宮谷内相談委員

相談内容　行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する相談
などに応じます。

心配ごと相談　問町社会福祉協議会☎ 72-2322
日 時間 場所

10 日㊋ 10:00 ～ 12:00 能登町役場 1階　相談室 1

17 日㊋ 10:00 ～ 12:00 内浦総合支所　会議室１

24 日㊋ 10:00 ～ 12:00 老人福祉センター　笹ゆり荘

【能登町役場】
〒 927-0492
宇出津ト字 50 番地 1
☎ 62-1000　FAX62-4506

4 階
　議会事務局　☎ 62-8540
3 階
　総務課　　　☎ 62-8532
　　危機管理室☎ 62-8533
　　秘書室　　☎ 62-8534
　企画財政課　☎ 62-8535
　教育委員会事務局
　　　　　　　☎ 62-8537
2 階
　建設水道課
　　建設　　　☎ 62-8523
　　上下水　　☎ 62-4722
　農林水産課　☎ 62-8524
　農業委員会　☎ 62-8525
　ふるさと振興課
　　　　　　　☎ 62-8526
　復興推進課　☎ 62-8529
　復興住宅課　☎ 62-4704
1 階
　住民課　　　☎ 62-8510
　会計課　　　☎ 62-8511
健康福祉課

　　医療　　　☎ 62-8512
　　児童福祉　☎ 62-8513
　　健康推進　☎ 62-8514
　　福祉　　　☎ 62-8515
　　包括支援センター
　　　　　　　☎ 62-8516
　　介護保険　☎ 62-8517
税務課 

　　納税　　　☎ 62-8518
　　収納　　　☎ 62-8519

■柳田総合支所☎ 76-8300
■情報ネットワークセンター
ＣＡＴＶ放送室☎ 76-8301
■内浦総合支所☎ 72-2500
■小木支所       ☎ 74-1111
■鵜川支所　　☎ 67-2221

今月の納期  ３月２日㊊
税
・
料
金

軽
自
動
車
税

固
定
資
産（
都
市
計
画
）税

町
県
民
税

国
民
健
康
保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
保
険
料

4 月 １
期

5 月 全 2
6 月 1 3
7 月 1 1 4
8月 2 2 2 5
9月 3 3 6
10月 1 3 4 4 7
11月 2 5 5 8
12月 6 6 9
1月 3 4 7 7 10
2月 4 8 8 11
3月 9 9 12

相談内容 日常生活の困りごとや悩みなどにお応えします。

能登産業技術専門校　令和８年度前期訓練生募集
募集対象：技能習得により再就職を目指す離転職者
訓練期間：６か月（令和８年４月７日㊋～令和８年９月１５日㊋）
訓練時間：９:00 ～ 16:10
募集定員：・造　園　科　　20名　　・Ｏ　Ａ　科　　　10名　
　　　　　・建　築　科　　20名　　・情報ビジネス科　10名
訓練場所：石川県立能登産業技術専門校　鳳珠郡能登町字松波３－６０－３
自己負担：教科書代等
申込期間：令和８年１月１９日㊊～３月１６日㊊
申 込 先：最寄りのハローワーク（公共職業安定所）
【訓練内容の問合せ先】　石川県立能登産業技術専門校　☎0768-72-0184

ポリテクカレッジ石川　令和８年度入校生募集中！
　石川職業能力開発短期大学校（愛称：ポリテクカレッジ石川）は、企業で即戦力となるテクニシャン・
エンジニアを育成し、石川県のものづくり産業を支えています。学生たちは、ものづくりの技能・技術を
学び、多くの県内優良企業に就職しています。
　高校卒業（予定）者のほか、就業経験がありものづくりに対して強い関心と技術を習得する意思のある
方の社会人推薦入試、在職者向けの事業主推薦入試も随時募集していますのでお問合せ下さい。
推薦入試Ｃ日程
　　試験区分：自己推薦
　　募集科名：生産技術科、電子情報技術科
　　出願期間：令和７年12月22日㊊～令和８年3月3日㊋
　　選 考 日：令和８年３月10日㊋
　　合格発表：令和８年３月13日㊎
お問い合わせ：ポリテクカレッジ石川 学務援助課　☎0765-23-0169
＊令和６年４月から北陸職業能力開発大学校（富山県魚津市）のキャンパスに一時移転して授業を行っております。

その他の詳細は公式サイトで！

偽・誤情報対策
　国内外で広がる偽・誤情報ですが、気づかない人がなんと 85%にも上るというデータがあり、深刻な
影響が広がっています。偽・誤情報は、人々の興味や不安、怒りといった感情に働きかけ、特に災害時な
どに拡散されます。災害時の支援要請の偽装や、著名人の画像を使った投資詐欺など、その手口はさまざ
まです。
　こうした偽・誤情報への対策として「情報流通プラットフォーム対処法」が設けられ、大規模プラット
フォーマーに、誹謗中傷などの権利侵害情報への迅速な対応を義務付けています。このほかにもプラット
フォーマーは、サービス上で注意喚起を行ったり、ファクトチェック機関と連携した情報検証や、リテラ
シー向上のための情報発信などにも取り組んでいます。
発信する人も情報を受け取る人も、「その情報はどこから、いつ発信されたか」「他のメディアではどう
言われているか」などをまずはチェックすることが重要です。
　　　　　　　　　 出典：政府広報オンライン「偽・誤情報対策」

なんでも相談「カナリア」（電話相談）
日 時間 相談電話番号

毎週㊋・㊍ 10:00～ 14:00 ☎ 0768-76-2874
※祝日、年末年始、お盆時期はお休みいたします

相談内容
一人で抱え込まないで何でもご相談ください。まずは、あなたの悩みを打

ち明けてみませんか。例えば・・・子育て、教育、対人関係、いじめ、パートナー
からの暴力、パワハラなどのハラスメント、ご近所のお悩みごと etc…

ひとり親家庭相談　問能登北部保健福祉センター☎ 0768-22-4149
日 時間 場所

18 日㊌ 10:00 ～ 12:00 能登町役場１階　相談室 1

相談内容　子育て、資格取得、貸付金などの相談に、母子父子自立支援員が応じます。

弁護士無料法律相談
　多様化・複雑化する相談内容に対応するため、法律の専門家である弁護
士を招いての、無料法律相談を開催します。
　日時　３月６日㊎　13:30～15:30
　場所　内浦総合支所　相談室（松波13字75番地１）
　予約　必要（原則２日前まで）
　※相談時間は１人につき30分を限度とし、１回につきおおむね４人まで
　　とします。
　予約および問合わせ先　町社会福祉協議会　☎72-2322

住宅資金相談会を行います
日 時間 場所

12 日㊍ 12:00 ～ 15:00 能登町役場　１階第２研修室

相談内容　住宅金融支援機構が住まいの再建に関する資金相談に応じます。
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最低賃金改正のお知らせ
石川県内の事業所に適用される最低賃金は、次のとおり改正されます（されました）。
最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

○地域別最低賃金（県内の全ての労働者に適用されます。）

石 川 県 最 低 賃 金
時間額 改正発効日

1,054 円 R７.10. ８

○特定最低賃金（下記産業で働く基幹的労働者に適用されます。）

主　要　な　適　用　業　種 時間額 改正発効日

石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・
木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機
械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電
気機械器具製造業最低賃金

1,090 円 R７.12.31

石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃
金 1,090 円 R７.12.31

石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、
電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,064 円 R７.12.31

石川県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 1,060 円 R７.12.31

詳細は石川労働局労働基準部賃金室（℡076-265-4425）又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
また、石川労働局のホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/ もご覧ください。

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金第１号被保険者で平成31年２月１日以降に出産された方もしくはこれから出産される方へ
　産前産後期間の免除制度は「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受
給額に反映されます。
産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付（返金）されます。
　現在、既に保険料免除制度を利用されている方も対象となりますので、産前産後期間の免除を希望され
る方は、お手続きが必要です。

※国民年金第１号被保険者とは
　「20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方」

■対 象 者　出産日が平成31年２月１日以降の国民年金第1号被保険者
　　　※出産とは、妊娠85日（4ヶ月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます。）
■免除期間　出産予定日または出産日が属する月の前月から 4カ月間
　　　　　　（多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の 3カ月前から 6カ月間の国民年
　　　　　　 金保険料が免除されます。）
■届出時期　出産予定日の 6ヶ月前からお手続きが可能です。
　【必要なもの】　母子手帳・本人確認書類
　【届　出　先】　能登町役場　住民課・各総合支所・支所
 問 住民課 年金係　☎62-8510

【小展示】これも久田和紙（きゅうでんわし）でつくってます
　日本が世界に誇る和紙づくりの技術。能登町でも古くから和紙づくりがおこなわれ、今なお伝統を受
け継いでいます。和紙はどのように作られているのか、どんなふうに使えるのか。この展示で、ご紹介
します。

　期    　間　令和８年１月７日㊌～２月１５日㊐
　場    　所　能登町立美術館（羽根万象美術館）　
　開館時間　午前９時～午後５時
　　　　　　（入館は午後４時30分まで）
　　　　※休館は毎週月曜日（月曜が休日・祝日
　　　　　の場合は開館、翌日休館）
　入 館 料　小展示のみ無料
　　　　　　（企画展は大人　330円 (団体220円 )
　　　　　　 小・中・高　　160円（団体110円））
問　☎（0768）62-3669（美術館）

旧能登広域勤労青少年ホームを活用してみませんか
　旧能登広域勤労青少年ホームとして使用していた施設を利活用してくださる方を公募型プロポーザルに
より募集します。
　これは、民間事業者などのアイデアやノウハウにより利活用を図ることができる施設に対して、公共施
設マネジメントの推進と地域の活性化につながる提案を選定し、施設及び土地の貸付けを行うものです。
 問 企画財政課　☎62-8535

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はこちら（町ホームページ） 
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公立宇出津総合病院だより公立宇出津総合病院だより
☎62-1311 http://www.hospitalnet.jp/

■感染防止にご協力ください。
○入院患者様への面会は、制限しております。
○発熱や咳などの症状がある方は、まずはお電話でご相談く
ださい。
　また、感染者との接触歴等がある場合はお申し出ください。
○来院時のマスク着用、手指消毒にご協力ください。

■診療日のご案内
○糖尿病・内分泌外来　２日㊊　16 日㊊

健康生活・健診情報健康生活・健診情報
３歳児健診３歳児健診
日　時　３月10日㊋ (受付)12時30分～12時45分
場　所　能登町役場　２階大集会場
対象児 令和４年12月21日～令和５年１月31日生まれ
持ち物　母子健康手帳、健診おたずね票、採尿容器

健康生活・健診情報健康生活・健診情報

アピアランスケア事業のお知らせアピアランスケア事業のお知らせアピアランスケア事業のお知らせ
がん治療に取り組んでいる方の療養生活の質の向上を支援するため、ウィッグ及び乳房補整具の購入費用の一部

を助成しています。申請は、購入から１年以内となっていますので、お早めに申請ください。

対象者（次のいずれにも当てはまる方）
　　　・申請日に能登町に住所を有している
　　　・がん治療を受けた、または現在治療を受けている
　　　・がん治療に伴う脱毛、または乳房切除により補整具を購入した
対象となる補整具と助成額

　　　
参加者募集
ヘルスアップ運動講座

ヘルスアップ食講座

　運動はじめたいな、何かしたいけどなかなか始め
られない、続けられないなど、運動に興味のある方、
ぜひ参加してウォーキングなど運動の基本を学んで
みませんか？
日　時：令和８年２月27日㊎　13時30分～15時
場　所：能登町役場　２階大集会場
対　象：運動に興味のある方どなたでも
講　師：健康運動指導士　三宅　直美 先生による運動指導
持ち物・準備：運動しやすい服装、タオル、
　　　　　　　　飲み物、あればヨガマット
定　員：10 名程度　　参加費：無料
申込締切：令和８年２月 20 日㊎
申込先：健康福祉課　健康推進係　☎ 62-8514

　普段の食生活や健診結果を振り返り、健康なから
だ作りにかかせない食事について学びませんか？参
加者には、1日の適正量がわかるランチョンマット
をプレゼントします。
日　時：令和８年２月20日㊎　10時～12時
場　所：コンセールのと　第３会議室
対　象：能登町在住で、生活習慣病予防や健康増

　　　　　進のために食の改善を希望する方
内　容：健診結果の確認

　　　　　講話「生活習慣病発症・重症化予防に向けて
　　　　　　　　～食のポイントを学ぼう～」
持ち物：健診結果、筆記用具
定　員：８名程度　　参加費：無料
申込締切：令和８年２月６日㊎
申込先：健康福祉課　健康推進係　☎62-8514

■外来休診のお知らせ
　令和８年１月より、小児科および検
診科は以下の曜日が休診となっており
ます。患者様にはご不便をおかけしま
すが、ご理解いただきますようお願い
申し上げます。

　・検診科：毎週火・金曜日　休診
　・小児科：毎週水曜日　休診

１歳６ヵ月児健診１歳６ヵ月児健診
日　時　３月３日㊋ (受付)12時30分～12時45分
場　所　能登町役場　２階大集会場
対象児　令和６年６月６日～８月15日生まれ
持ち物　母子健康手帳、健診おたずね票

補整具の種類 助成上限額
ウィッグ 頭皮保護用ネット、ウィッグ付き帽子を含む 2万円
乳房補整具 補整下着、下着とともに使用するパッド及び人工乳房を含む 左右各 2万円

＊各 1回の助成となります。
申請方法　次の書類を、補整具を購入した日から 1年以内に健康福祉課までご提出ください。
　　・能登町アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書
　　・がん治療を受けている、または受けたことが分かる書類（治療方針計画書、診療明細書、お薬手帳などの化学療法又は手術に関する説明書）
　　・補整具の領収書（購入日、金額、商品がわかる書類）
　　・振込先の口座が分かる書類（通帳など）
＊申請時には本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）をご持参ください。

【受付時間】9:00 ～ 12:00
　都合により当番医が変更になる場合がありますので、あらかじめ電話してから受診してください。休日当番医

能登北部医師会２月の

１日㊐ ８日㊐ 11日㊌・㊗ 15日㊐ 22 日㊐ 23 日㊊・㊗
宮下医院

☎（0768)26-1311
輪島市三井

ごちゃまるクリニック
☎（0768)23-4234
輪島市河井町

嘉門内科クリニック
☎（0768)22-6776
輪島市杉平町

大和医院
☎（0768)43-1323
輪島市門前町

尾張内科クリニック
☎（0768)52-1515
穴水町此木

桶本眼科
☎（0768)22-4056
輪島市釜屋谷町

田中クリニック
☎ 82-0500
珠洲市野々江町

小木クリニック
☎ 74-1711
能登町小木

小西医院
☎ 82‒6800
珠洲市正院町

升谷医院
☎ 72-1151
能登町松波

千間内科クリニック
☎ 62-1001

能登町宇出津山分

大貫眼科医院
☎ 82-0017
珠洲市上戸町

　救急安心センター事業の＃7119 は、急なケガや病気で救急車を呼んだ方が良いのか、今すぐに病院に行った方
が良いのかなどの判断に迷うときに、専門家からのアドバイスを受けることができます。原則24時間365日対応し
ており、石川県では令和８年２月１日から相談が可能となります。
　また、子ども医療電話相談事業の＃8000は子供に特化しており、ケガや病気にどのように対処したら良いのか、
病院を受診した方が良いのかなど判断に困ったときに、小児科の医師・看護師に電話で相談をすることができます。
対象者は 15歳以下に限り、受付時間は以下の通りとなります。
　　　平日：午後６時～翌朝８時
　　　土曜：午後１時～翌朝８時
　　　日曜：祝日：午前８時～翌朝８時
　大切な命を守るために、判断に迷うときにはぜひご活用ください！

急病時の短縮ダイヤル #7119・＃ 8000 に相談を！　
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2
日 月 火 水 木 金 土

1

　㊡

2

　㊡

3 4 5 6 7

8

　㊡　

9

　㊡

10 11

㊡

12 13 14

15

　㊡

16

㊡

17 18 19 20 21

22

㊡

23

　㊡

24 25 26 27 28

図書館へおいでよ図書館へおいでよ

・サンクトペテルブルクの鍋　坂崎かおる／著
・ここにいるよ　真山仁／著
・超すしってる　須藤アンナ／著
・晴れの日の木馬たち　原田マハ／著

中央図書館の新刊

更年期に悩む 52 歳・榊冴子
は、冴えない日々を過ごして
いた。ある日、レジで迷惑客
を撃退する老女に遭遇。山田
グロリアという名の彼女の正
体は、齢 72 にして凄腕の殺
し屋だった ! 

神田駿河台の寿々喜湯は、多
くの町人に親しまれていた。
しかし明暦３年１月 18 日、
猛火が江戸の大半を焼き尽く
した。寿々喜湯の跡継ぎ娘ぎ
んは、寿々喜湯の再建を決意
し…。

・人生 100 年時代　50 歳からの「くらしと税」　嘉悦健太／著
・韓国インスタントラーメンの世界　チ・ヨンジュン／著
・かえる生活　群ようこ／著 
・みんな会社行くのやめてうち来れば今日タコパするし　さとう／著

中央図書館
　☎ 62-8520
　開館 9:00 ～ 18:00
　　　（㊏･㊐は17:00まで）
　休館㊊・㊗
松波図書館（分館）
☎ 72-1819
開館 9:00 ～ 17:00
休館㊐・㊊・㊗

柳田教養文化館
　☎ 76-1585
　開館 10:30 ～ 18:30
休館㊐・㊗

２月のカレンダー

㊡＝休館日　　＝中央図書館　　＝松波図書館（分館）　　＝柳田教養文化館中 松 柳

館内整理休館 館内整理休館

　　13:30 ～
あゆみ読書会

　10:30 ～
加夢加夢おはなし会

どなたでも参加できます！
各保育所に申し込み後、ご参加ください。

公立保育所
（認定こども園） 日　時 内　容

鵜川保育所 10日㊋
午前 10:00~11:00

お友達と楽しもう

うしつ保育所 19日㊍
午前 10:00~11:00

入所説明会

柳田保育所 12日㊍
午前 10:00~11:00

いっしょに踊ろう！
育児相談・情報交換

　　
★子育て支援ルームの行事　　小学生以上対象　　要申込申小

　　　問珠洲警察署☎ 82-0110
　　　能登庁舎☎ 62-1334

ふれあい保育
月の

殺し屋がレジにいる   
榎田 ユウリ／著

湯船    
武内 涼／著

中

中

松 柳

松 柳

柳

中 松

松 柳 中 松

中

■蔵書点検による休館について
対象館：能登町立中央図書館
休館期間：２/17㊋～23㊊
　館内閲覧・利用、貸出、ご予約等はご利用いただけません。ご返却はポストをご利用ください。
　また、電話でのお問合わせは可能です。（※祝日、日・月曜日は対応しておりません。）ご理解と
ご協力を宜しくお願い致します。
　ぜひ、この機会に松波図書館（分館)・柳田教養文化館・奥能登公共図書館をご利用ください！

利 ただけま

■特別貸出
休館に伴い特別貸出を行います。ご利用ください。
期間：２/３㊋～２/８㊐　詳細は図書館にて。

松 柳

中

中 松

中 松
蔵書点検による休館（中央図書館）

[17日～23日]

松 柳中

こどもみらいセンター ☎62-1503

◆開館　　月～金曜日　９:15～17:00
　　　　　土曜日　　　９:15～16:00
◆休館日　日曜・祝日
６日㊎ 16:00～　ごいたの集い
７日㊏ 10:00～　ポケモンごいた『親子体験会』
　　　  13:00～　料理教室『肉まん作り』
　　　　　　　　　定員10名
13日㊎ 10:30～　★身体測定＆ふれあい遊び
16日㊊ 放課後 　なわとび鬼レンチャン
～19日㊍
18日㊌ 10:30～　★ベビーノーム
　　　　　　　　　パペット人形劇『三びきのこぶた』
20日㊎ 16:00～　ごいたの集い
25日㊌ 10:30～　★リンクスマイル
27日㊎ 16:00～　体育教室　講師：内木　跳偉氏

まつなみキッズセンター ☎72-0269

◆開館   10:00～18:00　 ◆休館日　日・月曜

４日㊌ 14:00～　おはなしボランティアひまわり
18日㊌ 15:00～　バレンタイン　新春ミニお茶会
19日㊍ 15:30～　キッズ食育の日「たべものクイズ」
21日㊏ 12:00～　こども食堂おむすび 20人限定
　　　 13:00～　おはなしボランティアひまわり
21日㊌ 15:30～　あっぷるたいむ「オセロ大会」

小

申

申

小

小

小
申

小

申

ひな人形展示
地域から集まってきたひな人形を展示します。ぜひお越しください。
　期間　２月24日㊋～４月４日㊏　※休館日を除く
　時間　10:00 ～ 17:00

特殊詐欺に注意 !!特殊詐欺に注意 !!特殊詐欺に注意 !!
石川県警察＆トレンドマイクロ株式会社

サギ被害防止講座
in ふじなみ第１団地集会所 

　珠洲警察署員による、詐欺被害等
の現状や最新の手口、被害に遭わな
いための対策講座、そしてトレンド
マイクロ株式会社による防犯アプリ
「詐欺バスター」に関する特別講座
を、ふじなみ第１団地集会所にて行
いました。

石川県警とトレンドマイクロ社は
特殊詐欺やサイバー犯罪等の被害防
止のために連携しています。

警察官からのLINEやビデオ通話に
は要注意！
警察官が、ビデオ通話で警察手帳を
見せることは絶対にありません！！！
それは詐欺です。

　警察署では現在お使いの固定電
話機に防犯機能付き電話機と同様の

機能を追加できる「通話録音警告
機」を貸し出しています。
（貸出無料）

30
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能登高校魅力化プロジェクト・まちなか鳳
ほうすう

雛塾

第３回鳳雛ゼミ　復興×水産
　能登高校で毎年行われている「鳳雛ゼミ」は、能登高校、能登高校魅力化プロジェクト、そしてまちなか鳳雛塾

が連携して実施する、地域を学びのフィールドとした特色ある課外学習です。教科書の中だけでは学べない、地域

の生きた課題や大人の情熱に触れることで、生徒たちが自分の住む町を多角的に捉え、自ら未来を切り拓く力を養

うことを目的としています。

　2025年度は「復興」を年間共通の大きなテーマに掲げています。これまでにビジネスや農業といった視点から

学びを深めてきましたが、12月13日に開催された第3回鳳雛ゼミでは、能登の産業の柱である「水産」をテーマに、

熱気あふれる探究活動が展開されました。

日の出大敷に学ぶ水産業
　今回のゲストには能登町鵜川の「日の出大敷」で定置網漁を営み、獲った魚の付加価値向上や漁業の DX（デジ

タルトランスフォーメーション）、地元コミュニティの活性化など様々な取り組みを行い、奥能登の水産の未来の

ために尽力している中田洋助さんにお越し頂きました。

　このゼミには、能登高校の生徒14名に加え、能登町内外から集まった地域の大人の方々も大勢参加しました。

まず試食会が行われ、中田さんから日の出大敷の定置網で漁獲された寒ブリが振る舞われ、参加者は旬の能登寒ブ

リの味わいを堪能しました。高校生や地域の皆さんは、その美味しさをどのように言葉で表現し、どのように PR

していくかについて意欲的に考えていました。その後、視聴覚室に移動し、水産業の基礎知識を学ぶとともに、中

田さんの取り組みについてお話を伺いました。

　学びを踏まえた全体ディスカッションでは、「能登の魚の魅力をより多くの人に知ってもらい、実際に購入して

もらうためには、どのような取り組みが必要か」をテーマに意見交換を行いました。参加者同士による活発な議論

が展開され、５Ｗ１Hを意識した具体的な取り組み案が数多く挙げられました。また、発表の場面では、高校生が

積極的に意見を述べる姿も印象的でした。

塾時間　平日 16:00~22:00
利用料：3,000 円 / 月
※別途教材費がかかる場合があります。
※その他、能登町公営利用料徴収規則に基づき、各種減免措置があります。
　詳しくはお問合せください。
※現在中学生クラスは募集を停止しております。

能登町営まちなか鳳雛塾
〒 927-0433　石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ-80

☎ 0768-84-5282（受付時間 平日 16:00 ~ 21:00 ）

machinakahousu machinakahosu

▲日の出大敷の寒ブリ ▲能登高生による発表 ▲高校生と大人を交えた議論

共通テスト目前！まちなか鳳雛塾で勉学に励む受験生たち
　受験シーズン真っ只中。大学入学共通テストを間近に控えた能登高校３年生は、志望校合格に向けて最後の追い

込みに入っています。放課後はもちろん、土日の開塾日にも多くの生徒がまちなか鳳雛塾に足を運び、机に向かっ

ています。休日返上で黙々と勉強に励む彼らの姿からは熱気が伝わってきます。

　受験生たちの努力に応えるべく、塾では強力なサポート体制を整えています。能登高校の先生や魅力化スタッフ

による指導に加え、元魅力化スタッフの中村さんによるオンライン指導、ボランティアの東大生によるハイレベル

な特別授業も展開し、受験生を全力で応援しています。

　春に大きな笑顔の花が咲くよう、町のみんなでエールを送りましょう。頑張れ、受験生！

文部科学大臣が能登高校・まちなか鳳雛塾を視察

　令和７年12月18日、松本洋平文部科学大臣が能登半島地震の被災地における教育環境の現状を把握するため、

奥能登の教育施設を視察されました。輪島市の小学校に続き、能登町では能登高校およびまちなか鳳雛塾を訪問

し、震災からの教育復興に向けた取り組みを熱心に確認されました。

　まちなか鳳雛塾では、能登高校魅力化プロジェクトのスタッフが案内役を務めました。施設紹介では、スタッフ

による対面指導やオンライン授業を組み合わせた日々の学習支援に加え、鳳雛ゼミやProject COLORSなどの教科

外学習の取り組みもご説明しました。さらに震災後の生徒たちにとって、学校でも家庭でもない、安心して自分ら

しくいられる「サードプレイス（第３の居場所）」として、この塾が果たしている役割の重要性を強調しました。

　松本大臣は、公営塾が高校・地域と連携しながら展開するこれらの多角的なサポート体制に深い関心を寄せてい

ました。限られた視察時間の中でしたが、大臣からは「どのように高校との連携を取っているのか」「どのような

経緯で地域おこし協力隊に着任したのか」といった質問が次々と投げかけられ、現場のスタッフとの間で活発な意

見交換が行われました。その後、松本大臣は能登高校を訪問されました。高校視察の際には、水産教育のDX化な

どの意欲的な取り組みのほか、能登高校魅力化プロジェクトとの連携についても質問が寄せられ、高校魅力化プロ

ジェクトと公営塾に対する大臣の強い関心が伺えました。

　まちなか鳳雛塾は、今後も能登高校と能登町はもちろん、国とも手を取り合いながら、能登町の次世代を担う子

どもたちの学びを支え続けていきます。

（以下、松本文部科学大臣 令和７年12月19日 記者会見より抜粋）

　まちなか鳳雛塾におきましては、地域の実情や生徒のニーズに合わせたていねいな学習支援、能登高校では生徒

の皆さんから直接熱意を持って取り組んでいることや将来の目標、地元能登への思いについてお話等を伺ってきた

ところであります。関係者の皆様方には改めて感謝と敬意を表したいと存じます。

復興への歩みと地域独自の教育支援に高い関心

▲まちなか鳳雛塾視察 ▲能登高校視察
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に
使
っ
て
大
丈
夫
？
」「
そ
も
そ
も
確
か
な
記
録
な
の
か
な
？
」
と
迷
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
時
の
強
い
味
方
が
「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
で
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
国
内
最
大
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
国
立
国
会
図
書
館
が
運

用
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」。
現
在
、
日
本

各
地
・
様
々
な
時
代
の
情
報
が
約
３
，
２
０
０

万
件
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
試
し
に「
能
登
町
」

（
中
能
登
町
を
除
く
）
で
検
索
し
て
み
る
と
３

０
０
件
の
情
報
が
表
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
次

利
用
条
件
を
守
る
だ
け
で
利
用
申
請
な
し
に
使

え
る
情
報
は
２
件
の
み
。
情
報
収
集
・
利
用
の

強
い
味
方
に
な
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
す

が
、
欲
し
い
情
報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
な

い
と
た
ど
り
つ
け
な
い
の
で
、
今
後
の
拡
充
に

期
待
し
て
い
ま
す
。

　

能
登
町
に
は
、
合
併
前
の
能
都
町
・
柳
田
村
・

内
浦
町
の
町
村
史
を
閲
覧
で
き
る
「
町
村
史
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
や
町
に
関
す
る
書
籍
を

閲
覧
で
き
る
町
立
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
貴
重
で
興
味

深
い
記
録
も
膨
大
に
あ
り
ま
す
。
今
後
、
こ
う

し
た
記
録
が
、
利
用
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
た

形
で
公
開
さ
れ
て
い
け
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
ま

す
。
6
月
号
の
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
も
ご
紹
介
し

た
、
里
海
研
の
災
害
復
興
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

こ せ き

の ま ど

12/1 ～ 12/31
敬称略。個人情報保護のため希望
のあった人のみ掲載しています

◉◉人口・世帯数人口・世帯数
      １月 1日現在１月 1日現在（前月比）

人口（人） 13,753 － 52
男 6,632 － 18
女 7,121 － 34

世帯数（戸） 6,801 － 18

能
登
町
へ

　

神
座
治
彦
（
崎
山
）

10
万
円

　

成
瀬
栞
鳳
（
大
阪
府
）

５
４
、２
２
０
円

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　

柳
瀬
俊
英
（
天
坂
） 

 

10
万
円

　

三
宅
セ
ツ
子
（
小
木
）　

10
万
円

　

石
田
智
恵
子
（
崎
山
）

10
万
円

ま
ち
な
か
鳳
雛
塾
へ

　

武
田
茂
明
（
本
木
）

20
万
円

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
及
び
奥
能
登
豪
雨
に
対
す
る

支
援
金
・
物
資
等

12
月
１
日
〜
12
月
31
日

　

山
加
建
行
㈱
代
表
取
締
役  

土
屋
由
博
（
岐
阜
県
）

　
　

  
   （

ド
ロ
ー
ン
２
機
、
発
電
機
３
台
）

　

一
般
社
団
法
人  

日
本
ラ
イ
ダ
ー
ズ
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
都
）

　

御
堂
21
倶
楽
部
大
阪
信
用
不
動
産
㈱

代
表
取
締
役　

林
直
政(

大
阪
府)

吉
田
町
内
会　

大
井
貴
子
（
愛
知
県
）

田
原
洋
樹
（
東
京
都
）

御
代
田
町
陶
芸
ク
ラ
ブ
（
長
野
県
）

谷　

新
一
（
埼
玉
県
）

鶴つ
る

野の

み
ず
は　
晋
太
郎
・
美
礼　

鵜　

川

岩い
わ
も
と本

稀ま
し
ゅ
う秀

行
弘
・
彩
希
子　

崎　

山

加か

𠩤は
ら

ひ
ま
り　
慎
太
郎
・
ひ
か
る　

松　

波

岡お
か
む
ら村

華か

樂ら
く　

一
樹
・
風
華　

松　

波

久
田
久
雄　
　
　

93
歳　
　
宇
出
津
山
分

橋
谷
文
子　
　
　

96
歳　
　
　

姫

たくさんのご支援ありがとうございます
ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
）

橋
本
三
喜
夫　
　

57
歳　
　

松　

波

石
田
正
美　
　
　

88
歳　
　

崎　

山

　

林
孝
子　
　
　

95
歳　
　

時　

長

横
地
菊
枝　
　
　

94
歳　
　
宇
出
津
山
分

東　

吉
宗　
　
　

44
歳　
　

国　

光

髙
平
正
勝　
　
　

87
歳　
　

上　

町

沖
野　

美　
　
　

89
歳　
　

小　

木

神
座
レ
ツ
子　
　

94
歳　
　

崎　

山

宮
前
友
枝　
　
　

92
歳　
　

鵜　

川

林　

順
次　
　
　

48
歳　
　

上　

町

岩
井
登
子　
　
　

85
歳　
　

宇
出
津

紙
谷
み
さ
を　
　

100
歳　
　
五
郎
左
エ
門
分

髙
間
フ
ジ　
　
　

97
歳　
　

松　

波

堂
田
靜
子　
　
　

88
歳　
　

上　

町

竹
中　

滋　
　
　

73
歳　
　
　

上

五
田
美
智
子　
　

84
歳　
　

当　

目

諸
⻆
滿
子　
　
　

91
歳　
　
宇
出
津
新

（

姫

大
庭　

空　
　

天　

坂

桜
井
菜
摘　
　

小　

木

■
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、

　
　
　
　

ま
だ
ま
だ
発
展
の
途
中

デジタルアーカイブの利用例―「週末に集落の土砂を除去す
る防災士会の方々」
（出典：「のと・きろくとまなびと」資料 ID：INSES-dda0039）

来庁された山加建行㈱様ご一行
　土屋代表取締役（右から二人目）

有料広告

　

地
域
の
記
録
を
学
校
の
地
域
学
習
な
ど
に
活

か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
関
わ
る
人
た
ち
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ

こ
で
、
里
海
研
で
は
２
０
２
６
年
３
月
に
、
こ

の
テ
ー
マ
で
意
見
交
換
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
予
定
で
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、

里
海
研
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
次
号
の
こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
も
ご
紹
介
す
る
予
定
で
す
の
で
、
ご
関

心
が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
能
登
里
海
教
育
研
究
所
：
佐
藤
崇
範
）

ブ
「
の
と
・
き
ろ
く
と
ま
な
び
と
」
も
二
次
利

用
条
件
を
明
記
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
画
像

は
サ
イ
ト
名
と
Ｉ
Ｄ
を
明
記
し
て
い
た
だ
く
だ

け
で
利
用
申
請
な
し
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
記
録
を
残
し
、
共
有
し
、

　
　
　
　
　
　

活
用
す
る
こ
と

な
び
が
よ
り
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
町
内
外
の
人
が
能
登
町
を
知
る
き
っ
か

け
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
里
海
研
も
何

ら
か
の
形
で
貢
献
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま

す
。

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
の
と
№
２
５
０
令
和
８
年
１
月

号
の
４
頁
、「
令
和
８
年
能
登
町
二
十
歳

の
つ
ど
い
」
の
記
事
に
お
い
て
、
淺
井

聖
皓
様
の
お
名
前
の
「
淺
」
を
「
浅
」

と
誤
記
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

訂
正
し
て
深
く
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

⺿右


